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2020年２月26日 

各   位 

公益社団法人経済同友会 

 

経済同友会主催会合等における新型コロナウイルス 

に関する当面の対応方針【2/26更新】 
 

新型コロナウイルス感染症対策に関して、本日、安倍晋三首相は今後２週間のイベン

トの中止や延期、規模縮小を政府として要請する方針を表明され、また、梶山弘志経済産

業大臣・加藤勝信厚生労働大臣・赤羽一嘉国土交通大臣による感染拡大防止に向けた労使

団体への協力要請の場があり、本会からは櫻田謙悟代表幹事が出席しました。これらの要

請等を踏まえ、本会は2/17に確認、2/21に更新した「当面の対応方針」を以下の通り再

更新しました。今後も感染状況等の変化に応じて対応方針を更新する可能性があります。 

 

 

１．全ての会合等の開催を原則として中止または延期（3/11まで） 

〇３月11日（水）までの２週間の間は、重要な審議や意思決定を行

う会合等は書面審議方式へ変更することによって、本会主催の全て

の会合等の開催を原則として中止または延期する。 

 

２．国外・国内の訪問制限 

①国外は、外務省の海外安全情報で渡航自粛や渡航中止勧告が出され

ている国・地域、新型コロナウイルスに関連して検疫等で入国が制

限されている国・地域へは、本会用務での訪問を原則禁止する。 

②国内は、感染が認められた地域については、その感染状況を踏まえ

て、本会用務での当該地域訪問を原則禁止する。 

 

３．時差出勤や在宅勤務に関しては本会職員に対して取り組みを指示 

 
 

なお、今後、学校等で臨時休業等（学校休業、学級閉鎖等）が実施された場合に関し

ても、３大臣から労使団体に対して協力要請がありましたので、本会としても保護者等

に対する休暇取得、時短勤務、在宅勤務などの推奨に積極的に対応してまいります。 

 
 
※本件お問い合わせ  公益社団法人 経済同友会 総務部 神山、波多腰（はたこし） 

E-mail： doyukai-somu@doyukai.or.jp   TEL:03-3211-1271 
以上 
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新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた 

今後の対応方針について（2/26更新） 
２０２０年２月２６日 

公益社団法人経済同友会 

１．現状確認 ≪ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画（2017年９月12日変更）≫ 

  （１）未発生期 

  （２）海外発生期  ＝ 海外で新型インフルが発生した状態 

 現在⇒（３）国内発生早期 ＝ いずれかの都道府県で患者発生、疫学リンクは追える 

  （４）国内感染期  ＝ いずれかの都道府県で患者の疫学リンクが追えなくなる 

               （都道府県によっては未発生期、発生早期のところもあり得る） 

  （５）小康期    ＝ 患者発生が低水準にとどまり、大流行は一旦終息 

 

２．新型コロナウイルスの感染状況等に応じた段階的な対応 

 ・本会は、新型コロナウイルスの感染状況等に応じて段階的な対応を行います。 

 ・まずは「当面の対応方針」【2/17時点】の周知・協力依頼を実施し、続いて【2/21

更新】を行い、さらに【2/26更新】へ再更新を行いました。 

 ・本日の再更新で第４段階となりましたが、今後とも、政府の発表・対応を踏まえ

て、さらなる対応方針を決定・実施する可能性があります。 

 

第１段階：咳エチケット・手洗い励行、外部講師等への事前説明 

     渡航中止勧告が出されている国・地域への訪問禁止など 

 

第２段階：内部会合等の開催の可否は委員長・世話人・座長などが決定 

     （ただし、飲食を主たる目的とする会合等は原則開催しない） 

     不特定多数を含む50名以上の会合等の開催の原則禁止 

     渡航自粛・渡航中止勧告が出されている国・地域や新型コロナ

ウイルス関連での検疫等で入国制限がある国・地域、国内で感

染が認められた地域は訪問を原則禁止など 

 

第３段階：50名以上の全ての会合等の開催を原則として中止または延期 

 

第４段階：全ての会合等の開催を原則として中止または延期（3/11迄） 

 

第５段階：全ての会員活動等の原則禁止 

 

第６段階：事務局職員の出勤の原則禁止（テレワーク対応） 

 

以 上 

実施済み 

実施済み 

本日決定 


